
令和8年第2回紀の川市議会定例会議案書

和歌山県紀の川市



報告第2号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第1項の規定により別紙のとおり

専決したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

提案理由

地方自治法第17 9条第3項の規定により報告し、承認を求める。
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専決処分書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 17 9条第 1項の規定により、紀の川市税

条例（平成17年紀の川市条例第54号）の一部改正について、別紙のとおり専決処分

する。

令和8年3月31日

紀の川市長 岸本 健

理由

地方税法等の一部を改正する法律（令和8年法律第2号）等の公布及び施行に伴い、

紀の川市税条例の一部を改正する必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時

間的余裕がないので、地方自治法第 17 9条第 1項の規定により専決処分する。
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紀の川市税条例の一部を改正する条例

令和8年3月31日

条例第19号

紀の川市税条例（平成17年紀の川市条例第54号）の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

改 正 ‘’ 月lj 改 正 後

゜

（納税証明事項）

第18条の3 地方税法施行規則（昭和29年総理罫粁墳与23号。

以下「施行規則」という。）第1条の9第2号に規定する事項

は、道路運送車両法（昭和26年法律第18 5号）第59条第1

項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天

災その他やむを得ない事由により種別割 を滞納している場合

においてその旨とする。

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金）

第19条納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第

46条の2若しくは第46条の5 （第53条の7の2において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第47条の4

第1項（第47条の5第3項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第48条第1項（法第32 1条の8第

34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。）、第53条の

7、第67条、第81条の6第1項、第83条第2項、第98条

第1項若しくは第2項、第102条第2項、第13 9条第1項又

は第145条第3項に規定する納期限後にその税金を納付し、又

（納税証明事項）

第18条の3 地方税法施行規則（昭和29年総理那f令第23号。

以下「施行規則」という。）第1条の9第2号に規定する事項

は、道路運送車両法（昭和26年法律第18 5号）第59条第1

項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天

災その他やむを得ない事由により軽自動車税を滞納している場合

においてその旨とする。

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金）

第19条納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第

46条の2若しくは第46条の5 （第53条の7の2において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第47条の4

第1項（第47条の5第3項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第48条第1項（法第32 1条の8第

34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。）、第53条の

7、第67条 、第83条第2項、第98条

第1項若しくは第2項、第10 2条第2項、第13 9条第1項又

は第145条第3項に規定する納期限後にその税金を納付し、又



心

改 正前

は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期

限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とす

る。以下第1号、第2号及び第5号において同じ。）の翌日から

納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14. 6パーセン

ト（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号まで

に掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間につ

いては、年7. 3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書に

よって納入しなければならない。

(1) 略

(2)第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2

項の申告書又は第13 9条第1項の申告書に係る税額（第4号

に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から 1

月を経過する日までの期間

(3)第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2

項の申告書又は第13 9条第1項の申告書でその提出期限後に

提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその

日の翌日から 1月を経過する日までの期間

(4)~(6) 略

（所得割の課税標準）

第33条略

2 略

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等（以下この項

改正後

は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期

限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とす

る。以下第1号、第2号及び第5号において同じ。）の翌日から

納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14. 6パーセン

ト（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号まで

に掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間につ

いては、年7. 3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書に

よって納入しなければならない。

(1) 略

(2) 第98条第1項若しくは第2

項の申告書又は第13 9条第1項の申告書に係る税額（第4号

に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から 1

月を経過する日までの期間

(3) 第98条第1項若しくは第2

項の申告書又は第13 9条第1項の申告書でその提出期限後に

提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその

日の翌日から 1月を経過する日までの期間

(4)~(6) 略

（所得割の課税標準）

第33条略

2 略

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等（次項及び



改正前

及び次項並びに第34条の9において「特定配当等」という。）

に係

る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所

得の金額を除外して算定する。

4~6 略

（中小法人等に対する不均一課税）

第34条の4の2 資本金等の額が1億円以下の法人、資本若しく

は出資を有しない法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）

又は第23条第3項において法人とみなされるものであって、か

つ、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額（

法第292条第1項第4号の2の個別帰属法人税額をいう。以下

本条 において同じ。）が年500万円以下であるものに対する

当該事業年度分若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分の法

人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から、当

該法人税割額に84分の24を乗じて計算した額に相当する額を

控除した金額とする。

2~5 略

（寄附金税額控除）

第34条の7 略

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項（法附則第5

条の6第2項 の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）に定めるところにより計算した金額とする。

（市民税の申告）

改 正 後

C91 

ー第34条の9において「特定配当等」という。）

（同号口に掲げるものを除く。以下この項において同じ。）に係

る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所

得の金額を除外して算定する。

4~6 略

（中小法人等に対する不均一課税）

第34条の4の2 資本金等の額が1億円以下の法人、資本若しく

は出資を有しない法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）

又は第23条第3項において法人とみなされるものであって、か

つ、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額（

法第292条第1項第4号の2の個別帰属法人税額をいう。以下

この条において同じ。）が年500万円以下であるものに対する

当該事業年度分若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分の法

人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から、当

該法人税割額に84分の24を乗じて計算した額に相当する額を

控除した金額とする。

2~5 略

（寄附金税額控除）

第34条の7 略

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項（法附則第5

条の6第3項又は第4項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）に定めるところにより計算した金額とする。

（市民税の申告）



〇う

改 正前

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、 3月15日ま

でに、施行規則第5号の4様式侶LJ表）による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、法第31 7条の6第1項又は第

4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提

出する義務がある者から 1月1日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額

（令第48条の9の7に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学

生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計

所得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第314条

の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者

（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）で控

除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）、法第31 

4条の2第4項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除

額（特定親族（同条第1項第12号に規定する特定親族をいう。

第36条の3の2第1項第3号及び第36条の3の3第1項

において同じ。） （前年の合計所得金額が85万

円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）の控除又はこ

れらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第31 

3条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定す

る純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の7の規

定により控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除

改正後

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、 3月15日ま

でに、施行規則第5号の4様式侶lj表）による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、法第31 7条の6第1項又は第

4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提

出する義務がある者から 1月1日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額

（令第48条の9の7に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学

生控除額、配偶者特別控除額伊斤得割の納税義務者（前年の合計

所得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第314条

の2第1項第10号の2に規定する自己と生計をーにする配偶者

（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）で控

除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）、法第31 

4条の2第4項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除

額（特定親族（同条第1項第12号に規定する特定親族をいう。

第36条の3の2第1項第3号並びに第36条の3の3第1項及

び第2項第4号において同じ。） （前年の合計所得金額が85万

円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）の控除又はこ

れらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第31 

3条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定す

る純損失若しくは雑損失の金額の控除圭fしくは第34条の7の規

定により控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除



一

改正前

額」という。）の控除を受けようとするものを除く。以下この条

において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）

及び第24条第2項に規定する者（施行規則第2条の2第1項の

表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）については、この限りで

なし＼

2~9 略

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書）

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（

以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に給

与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由

して、市長に提出しなければならない。

(1) 略

(2)所得割の納税義務者（合計所得金額が1, 0 0 0万円以下で

あるものに限る。）の自己と生計をーにする配偶者（法第31 

3条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に

規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事

業専従者に該当するものを陸主ユ

合計所得金額が13 3万円以下であるものに限る←迭

条第1項において同じ。）の氏名

(3) ・（4) 略

改正後

額」という。）の控除を受けようとするものを除く。以下この条

において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）

及び第24条第2項に規定する者傭i行規則第2条の2第1項の

表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）については、この限りで

なし‘。

2~9 略

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書）

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（

以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に給

与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由

して、市長に提出しなければならない。

(1) 略

(2)所得割の納税義務者（合計所得金額が1, 0 0 0万円以下で

あるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第31 

3条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に

規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事

業専従者に該当するものを除く。次条第1項第2号において同

じ。） （合計所得金額が13 3万円以下であるものに限る＿

。）の氏名

(3) • (4) 略



改 正 月‘I’J 改 正 後

2~4 略 2~4 略

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定による申告書の提出の 5 給与所得者は、第1I釦女び第3項の規定による申告書の提出の

際に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準 際に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準

用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行 用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行

規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給 規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給

与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電 与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す 子情報処理組徹を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第 る方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第5項及び第

5 3条の9第3項において同じ。）により提供することができ 53条の9第3項において同じ。）により提供することができ

る。 る。

6 略 6 略

00 
（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書）

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同 第36条の3の3 次に掲げる者（以下この条において「公的年金

項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地 等受給者」という。）は、公的年金等支払者（所得税法第203

において同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の7の 条の6第1項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金 定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。

等」という。）の支払を受ける者であってユ特定配偶者（所得割 ）の支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初に

の納税義務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限 公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めると

る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（堕53条の ころにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公

2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に 的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であ (1)所得税法箆203条の6第1項の規定により同項に規定する

るものに限る。）をいう。第2号において同じ。）又は扶養親族 申告書を提出しなければならない者

（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等 (2)法の施行地において公的年金等炉斤得税法第203条の7の

に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等 規定の適用を受けるものを除く。）の支払を受ける第23条第
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に係る所得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下で 1項第1号に掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納税義

あるものに限る。）を有する者（以下この条において「公的年金 務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の

等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書 自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が95万円以下で

の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定す あるものに限る。）をいう。次号及び次項第3号において同

る公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者 じ。） （退職手当等（第53条の2に規定する退職手当等に限

」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日 る。以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限

までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載 る。）又は扶養親族（年齢16歳末満の者又は控除対象扶養親

した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出し 族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しく

なければならない。 は特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計

(1)当該公的年金等支払者の名称 所得金額が85万円以下であるものに限る。）を有する者

(2)特定配偶者の氏名 (3)法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の7の

(3)扶養親族又は特定親族の氏名 規定の適用を受けるものに限る。）の支払を受ける第23条第

つ` (4)その他施行規則で定める事項 1項堕1号に掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的

年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき

日の前日の現況において令第48条の9の7の3に定める金額

に満たない者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひと

り親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢16 

歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族

（合計所得金額が85万円以下であるものに限る。）を有する

査
（新設） 旦 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とす

る。

(1)公的年金等支払者の名称

(2)公的年金等受給者が、法第314条の2第1項第6号に規定



改 正 前

1
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旦前項又は法第31 7条の3の3第1項の規定による申告書を

公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者

を経由して提出した前項又は法第31 7条の3の3第1項の規

定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等

受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2

項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規

則で定めるところにより、前項又は法第31 7条の3の3第1

項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載

した前項又は法第31 7条の3の3第1項の規定による申告書

を提出することができる。

2 略
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に
経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において

準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施

行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該

公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的

方法により提供することができる。

改正後

する特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨

及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合

にはその旨

(3)特定配偶者の氏名

(4)扶養親族又は特定親族の氏名

(5)その他施行規則で定める事項

旦第上璽又は法第31 7条の3の3第1項の規定による申告書を

公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者

を経由して提出した第上璧又は同条第1項の規定による申告書に

記載した事項と異動がないときは、公的年金等

受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2

項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規

則で定めるところにより、第1項又は法第31 7条の3の3第1

項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載

した第1項又は同条第1項の規定による申告書を提出する

ことができる。

生略

豆公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に

経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の8 において

準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施

行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該

公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的

方法により提供することができる。
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改 正前

互 前項の規定の適用がある場合における第旦璽の規定の適用につ
いては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、 「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「

公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、 「受理された日」と

あるのは「提供を受けた日」とする。

（納期の特例の要件を欠いた場合の届出）

第46条の4 第46条の2の承認を受けた者は、その承認に立空

ゑ事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でな

くなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載し

た届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、

その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に

規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失

うものとする。

（固定資産税の免税点）

第63条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又は償

却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地

にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資

産にあっては15 0万円に満たない場合においては、固定資産税

を課さない。

（固定資産税の減免）

第71条市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のう

ち、市長において必要があると認めるものについては、その所有

者に対して課する固定資産税を減免する。

改正後

旦 前項の規定の適用がある場合における第4璽の規定の適用につ
いては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、 「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「

公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、 「受理された日」と

あるのは「提供を受けた日」とする。

（納期の特例の要件を欠いた場合の届出）

第46条の4 第46条の2の承認を受けた者は、その承認に堡ゑ

＿事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人末満でな

くなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載し

た届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、

その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に

規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失

うものとする。

（固定資産税の免税点）

第63条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又は償

却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地

又は家屋にあっては30万円 、償却資

産にあっては180万円に満たない場合においては、固定資産税

を課さない。

（固定資産税の減免）

第71条市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のう

ち、市長において必要があると認めるものについては、その所有

者に対して課する固定資産税を減免する。
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(1)~(3) 略 (1)~(3) 略

(4)前各号に掲げるもののほか規則で定める固定資産 (4)前3号に掲げるもののほか規則で定める固定資産

2 • 3 略 2・3 略

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等）

第80条軽自動車税は、 3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以 第80条軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課す

上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対 ゑ
し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

旦前項に規定する 3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443

条第2項に規定する者を含まないものとする。

旦 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割 旦軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により軽自動

＿を課することができない者である場合には、第1項の規定に 里穏を課することができない者である場合には、前項 の規定に

かかわらず、その使用者に 課する。た かかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。た

だし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを だし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限

課さない。 りでない。

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税）

第81条軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の 第81条軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の

所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦襲徴収について 所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみ

は、買主を前条第1項に規定する 3輪以上の軽自動車の取得者（ なして、軽自動車税を課する。

以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。）

又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等につい 2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等につい

て、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上 て、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を

の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動 軽自動車等の所有者とみなして、軽自動
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車税を課する。 車税を課する。

旦 法第444条第3項に規定する販売業者等（以下この項におい
て「販売業者等」という。）が、その製造により取得した3輪以

上の軽自動車又はその販売のためその他運行（道路運送車両法第

2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。）以外の

目的に供するため取得した3輪以上の軽自動車について、当該販

売業者等が、法笙444条第3項に規定する車両番号の指定を受

けた場合（当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける

売買契約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等

を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課す

ゑ

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪
以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場

合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以

上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

（疇性能割の課疇準）

第81条の3 環境性能割の課税標準は、 3輪以上の軽自動車の取

得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定め

るところにより算定した金額とする。

（疇性能割の税率）

第81条の4 次の各号に掲げる 3輪以上の軽自動車に対して課す

る環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1)法第451条第1項（同条第4項又は第5項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用を受けるもの 1 0 0分の1
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(2)法第45 1条第2項（同条堕4項又は筐5項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3)法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の

3 

（疇性能割の徴収の方法）

箆81条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によ

らなければならない。

（環境性能割の申告納付）

第81条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各

号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める

時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長

に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなけ

ればならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除

く。）は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める時又は日までに、施行規則箆33号の4様式による報

告書を市長に提出しなければならない。

（疇性能割に係る不申告等に関する過料）

第81条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告

し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報

告をしなかった場合には、その者に対し、 10万円以下の過料を

科する。

旦前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定



改 正 ‘’ 目IJ 改 正 後

1
5
 

すべき納期限は、その発付の日から 10日以内とする。

（疇性能割の減免）

第81条の8 市長は、公益のため直接専用する 3輪以上の軽自動

車又は第90条第1項各号に掲げる軽自動車等 (3輪以上のもの

に限る。）のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減

免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他

必要な事項については、規則で定める。

（種別割 の税率）

第82条次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割

の税率は、 1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1)~(3) 略

（種別割 の賦課期日及び納期）

第83条種別割 の賦課期日は、 4月1日とする。

2 種別割 の納期は、 5月1日から同月 31日までとする。

3 略

（種別割 の徴収の方法）

第85条種別割 は、普通徴収の方法によって徴収する。

（種別割 に関する申告又は報告）

第87条種別割 の納税義務者である軽自動車等の所有者又は

使用者（以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。

）は、軽自動車等の所有者等となった日から 15日以内に、軽自

動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規

（軽自動車税の税率）

第82条次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税

の税率は、 1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(I)~(3) 略

（軽自動車税の賦課期日及び納期）

第83条軽自動車税の賦課期日は、 4月1日とする。

2 軽自動車税の納期は、 5月1日から同月 3I日までとする。

3 略

（軽自動車税の徴収の方法）

第85条軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。

（軽自動車税に関する申告又は報告）

第87条軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は

使用者（以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。

）は、軽自動車等の所有者等となった日から I5日以内に、軽自

動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規
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則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型

特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5

様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に

提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があ

った場合においては、その事由が生じた日から 15日以内に、当

該変更があった事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所

有者又は使用者については施行規則第33号の4の2様式による

申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使

用者については施行規則第33号の5様式による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提

出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者

等でなくなった日から 30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自

動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4の2様

式による申告書、原動機付自転車 及び小型特殊自動車の所有

者又は使用者については施行規則第34号様式による申告書を市

長に提出しなければならない。

4 略

（種別割に係る不申告等に関する過料）

第88条略

2 • 3 略

（種別割 の減免）

改正後

則第33号の4様式 による申告書、原動機付自転車及び小型

特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5

様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に

提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があ

った場合においては、その事由が生じた日から 15日以内に、当

該変更があった事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所

有者又は使用者については施行規則第33号の4様式 による

申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使

用者については施行規則第33号の5様式による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提

出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者

等でなくなった日から 30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自

動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4様式

＿による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有

者又は使用者については施行規則第34号様式による申告書を市

長に提出しなければならない。

4 略

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料）

第88条略

2 • 3 略

（軽自動車税の減免）
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改 正前

第89条 市長は、公益のため直接専用するもの及び震災、風水害

等の災害により甚大な被害を受けた軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、種別割 を減免する。

2 前項の規定によって種別割 の減免を受けようとする者は、

納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税

客員及U吹 に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければな

らない。

(1),..,__, (8) 略

3 第1項の規定によって種別割 の減免を受けた者は、その事

由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなけ

ればならない。

（身体障害者等に対する種別割 の減免）

改正後

第89条 市長は、公益のため直接専用するもの及び震災、風水害

等の災害により甚大な被害を受けた軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、軽自動車税を減免する。

2 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、

納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税

筍財文び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければな

らない。

(1)~(8) 略

3 第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事

由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなけ

ればならない。

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免）

第90条市長は、次 に掲げる軽自動車等のうち必要と認め 第90条市長は、次四査長に掲げる軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、種別割 を減免する。 るものに対しては、軽自動車税を減免する。

(1) • (2)略 （1) • (2) 略

2 前項第1号の規定によって種別割 の減免を受けようとする

者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和2

4年法律第283号）第15条の規定により交付された身体障害

者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第16 8号）第4

条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者

手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労

2 前項第1号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする

者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和2

4年法律第283号）第15条の規定により交付された身体障害

者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第16 8号）第4

条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者

手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労
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改 正前

働大臣が定めるところにより交付された療育手帳（以下この項に

おいて「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和25年法律第12 3号）第45条の規定によ

り交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精

神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年

法律第10 5号）第92条の規定により交付された身体障害者若

しくは身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（

身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護す

る者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。

）又はこれらの者の特定免許情報（同法第95条の2第2項に規

定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録された

免許情報記録個人番号カード（同法第95条の2第4項に規定す

る免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を

提示するとともに、次 に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければ

ならない。

（1) ～ （6) 略

3 略

4 第1項第2号の規定によって種別割 の減免を受けようとす

る者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（

市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出があ

る場合には、当該書類の提出）をするとともに、前条第2項各号

に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

5 前条第3項の規定は、第1項の規定によって種別割 の減免

改正後

働大臣が定めるところにより交付された療育手帳（以下この項に

おいて「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和25年法律第12 3号）第45条の規定によ

り交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精

神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年

法律第10 5号）第92条の規定により交付された身体障害者若

しくは身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（

身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護す

る者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。

）又はこれらの者の特定免許情報（同法第95条の2第2項に規

定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録された

免許情報記録個人番号カード（同法第95条の2第4項に規定す

る免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を

提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければ

ならない。

（1) ～ （6) 略

3 略

4 第1項第2号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとす

る者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（

市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出があ

る場合には、当該書類の提出）をするとともに、前条第2項各号

に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

5 前条第3項の規定は、第1項の規定によって軽自動車税の減免
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を受けている者について準用する。

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等）

第91条略

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条第3項ただし

畳の規定によって種別割 を課することのできない原動機付自

転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置

場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した

日から 15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、か

つ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その

車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。腫別

割 を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第

445条若しくは第81条の2又は第80条第3項ただし書の規

定によって種別割 を課されないこととなったときにおける当

該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者につい

ても、また同様とする。

3~6 略

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在し

ないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車

を所有し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車に対して種別割 が課されること

となったときは、その事由が発生した日から 15日以内に、市長

に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

8 • 9 略

を受けている者について準用する。

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等）

第91条略

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条第2項ただし

豊の規定によって軽自動車税を課することのできない原動機付自

転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置

場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した

日から 15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、か

つ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その

車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。竪旦

動璽墜を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第

445条若しくは第81条の2又は第80条第2項ただし書の規

定によって軽自動車税を課されないこととなったときにおける当

該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者につい

ても、また同様とする。

3~6 略

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在し

ないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車

を所有し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されること

となったときは、その事由が発生した日から 15日以内に、市長

に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

8 • 9 略
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改 正 月ヽIr J 改 正 後

附則 附則

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例

） ） 

第6条平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民 第6条平成30年度以後 の各年度分の個人の市民

税に限り、法附則第4条の5第3項の規定に該当する場合におけ 税に限り、法附則第4条の5第3項の規定に該当する場合におけ

る第34条の2の規定による控除については、その者の選択によ る第34条の2の規定による控除については、その者の選択によ

り、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項（第2号を除 り、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項（第2号を除

く。）」と、 「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5 く。）」と、 「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5

第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1 第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1

項（第2号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用す 項（第2号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用す

ることができる。 ることができる。

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）

第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人

の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受け

た場合（同法第41条第1項に規定する居住年（次条において「

昼住年」という。）が平成11年から平成18年までの各年であ

る場合に限る。）においては、法附則第5条の4第6項に規定す

るところにより控除すべき額（第3項において「市民税の住宅借

入金等特別税額控除額」という。）を、当該納税義務者の第34

条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34
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改 正 月‘i’j 改 正 後

条の9第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条

」とあるのは「前2条並びに附則堕7条の3第1項」と、同項中

「前3条」とあるのは「前3条並びに附則笙7条の3堕1項」と

する。

旦第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の

初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところに

より、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借

入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅

借入金等特別税額控除申告書（その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。）を、

市長に提出した場合（法附則第5条の4第9項の規定により税務

署長を経由して提出した場合を含む。）に限り、適用する。

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）

第7条の3の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の 第7条の3 平成22年度から令和25年度までの各年度分の個人

個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につ の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

き租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を 税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受け

受けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで又は平成2 た場合（同法第41条堕1項に規定する居住年が 平成21年

1年から令和7年 までの各年である場合に限る。）において、 から令和12年までの各年である場合に限る。）には

前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則堕5条の4の 、法附則笙5条の4第5項

2第5項（同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を （同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含

含む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務 む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者

者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得 の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割

割の額から控除する。 の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34 2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34
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改 正前

条の9第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条

」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3の2第1項」と、第

34条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第

7条の3の2第1項」とする。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の

納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号

に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に規定する

課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有し

ない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附

則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項、附則第17条

第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項、附則第19 

条の2第1項又は附則第20条第1項

の規定の適用を受けるときは、第34条の7第2項に規定する特

例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項

（法附則第5条の6第2項 の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）に定めるところにより計算した金額とす

る。

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例）

第8条昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第3

6条の2第1項の規定による申告書（その提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次

改 正 後

条の9第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条

」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3第1項 」と、第

34条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第

7条の3第1項 」とする。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の

納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号

に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に規定する

課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有し

ない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附

則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項、附則第17条

第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項、附則第19 

条の2第1項、附則第19条の3第1項又は附則第20条第1項

の規定の適用を受けるときは、第34条の7第2項に規定する特

例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項

（法附則第5条の6第3項又は第4項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）に定めるところにより計算した金額とす

る。

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例）

第8条 昭和57年度から令和12年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第3

6条の2第1項の規定による申告書（その提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次



2
3
 

改 正前

項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25

条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があると

き（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。）

は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条

第5項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定によ

る申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第

2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき

は、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第

3 3条から第34条の3まで、第34条の6から第34条の8ま

で、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7条の3

の2第1項及び附則第7条の4の規定にかかわらず、法附則第6

条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 略

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対

象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の

規定による申告特例通知書の送付があった場合（法附則第7条第

1 3項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。）に

は、法附則第7条の2第4項

に規定する

ところにより控除すべき額を、第34条の7第1項及び第2項の

規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

（法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合）

改正後

項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25

条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があると

き（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。）

は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条

第5項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定によ

る申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第

2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき

は、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第

33条から第34条の3まで、第34条の6から第34条の8ま

で、附則第7条第1項、附則第7条の3第1項

及び附則第7条の4の規定にかかわらず、法附則第6

条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 略

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対

象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の

規定による申告特例通知書の送付があった場合（法附則第7条第

1 3項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。）に

は、法附則第7条の2第4項（法附則第7条の3第3項又は第4

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定する

ところにより控除すべき額を、第34条の7第1項及び第2項の

規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

（法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合）
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改 正 月’’LJ 改 正 後

第10条の2 略 第10条の2 略

2 略 2 略

3 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号 3 法附則第15条第24項第1号イに規定する設備について同号

に規定する市の条例で定める割合は3分の2とする。 に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

4 法附則第15条第25項第1号口に規定する設備について同号 4 法附則第15条第24項第1号口に規定する設備について同号

に規定する市の条例で定める割合は3分の2とする。 に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

5 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号 5 法附則第15条第24項第1号ハに規定する設備について同号

に規定する市の条例で定める割合は3分の2とする。 に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

6 法附則第15条第25項第1号二に規定する設備について同号 6 法附則第15条第24項第1号二に規定する設備について同号

に規定する市の条例で定める割合は3分の2とする。 に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

工 法附則塑15条第25項箆2号に規定する設備について同号に
規定する市の条例で定める割合は7分の6とする。

8 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号 工 法附則第15条第24項第3号イに規定する設備について同号
に規定する市の条例で定める割合は4分の3とする。 に規定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

旦法附則第15条第25項第3号口に規定する設備について同号 8 法附則第15条第24項第3号口に規定する設備について同号

に規定する市の条例で定める割合は4分の3とする。 に規定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

彗法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同 旦法附則第15条第24項第4号に規定する設備について同号

号に規定する市の条例で定める割合は4分の3とする。 に規定する市の条例で定める割合は4分の3とする。

1 1 法附則第15条第25項第4号イに規定する設備について同

号に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

星法附則堕15条筐25項塑4号口に規定する設備について同

号に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

1 3 法附則第15条第25項第4号ハに規定する設備について同



改正前

号に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

L生 法附則第15条第28項に規定する市の条例で定める割合は
3分の2とする。

亘法附則第15条第36項に規定する市の条例で定める割合は

3分の2とする。

彗法附則第15条第37項に規定する市の条例で定める割合は

2分の1とする。

皇法附則第15条第40項に規定する市の条例で定める割合は

3分の1とする。

彗法附則第15条第41項に規定する市の条例で定める割合は

4分の3とする。

彗・彗略

（新設）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告）

第10条の3 略

2~6 略

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第12条第16 

璽に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。

改 正 後

2
5
 

彗法附則第15条第27項に規定する市の条例で定める割合は

3分の2とする。

LL 法附則第15条第35項に規定する市の条例で定める割合は
3分の2とする。

昇法附則第15条第36項に規定する市の条例で定める割合は

2分の1とする。

彗法附則第15条第39項に規定する市の条例で定める割合は

3分の1とする。

旦法附則第15条第40項に規定する市の条例で定める割合は

4分の3とする。

彗・彗略

1工 法附則第15条の11第1項に規定する市の条例で定める割
合は3分の1とする。

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告）

第10条の3 略

2~6 略

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第12条第17 

璧に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。



改 正
rヽ
月LJ 改 正 後
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(1),...,._, (3) 略

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係

る耐震改修が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満た

すことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)~(6) 略

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第

5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事

が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。

(1)~(3) 略

(4)令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏

名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 略

(6)居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24

璽に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅

改修費

(7) 略

1 0 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条

(1)~(3) 略

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係

る耐震改修が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第12条第20項に規定する基準を満た

すことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)~(6) 略

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第

5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事

が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。

(1)~(3) 略

(4)令附則第12条第24項に掲げる者に該当する者の住所、氏

名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 略

(6)居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第25

璽に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅

改修費

(7) 略

1 0 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条



改正前

第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改

修工事等が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。

（1) ～ （4) 略

(5)麟失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第3

直に規定する補助金等

(6) 略

1 1 略

1 2 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改

修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事

等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。

(1)~(4) 略

(5)熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第3

這に規定する補助金等

(6) 略

改 正 後

2
7
 

第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改

修工事等が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。

（1) ～ （4) 略

(5)熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第3

旦璽に規定する補助金等

(6) 略

1 1 略

1 2 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改

修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事

等が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。

(1)~(4) 略

(5)熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第3

麟に規定する補助金等

(6) 略

13・14 略 13 • 1 4 略

1 5 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、 1 5 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、



2
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改 正 月‘’IJ 改 正 後

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋 同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋

に係る耐震改修が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に 記載した申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に

係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する 係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する

法律（平成7年法律第12 3号）第7条又は附則第3条第1項の 法律（平成7年法律第12 3号）第7条又は附則第3条第1項の

規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12 規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12 

条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して 条第20項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 市長に提出しなければならない。

(1)~(6) 略 (1)~(6) 略

1 6 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設につい 1 6 法附則第15条の11第1項の改修特別特定建築物 につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利 て、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利

便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事 便性等向上改修工事が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進 項を記載した申告書に施行規則附則箆7条の2態1項に規定する
に関する法律施行規則（平成18年国土交通省令第11 0号）第 補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動

1 0条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂 等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第1

等の活性化に関する法律（平成24年法律第49号）第2条第2 4条筐1項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第3項の条

項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である 例で付加した事項を含む。）又は同法第17条第3項第1号に規

定する同法第2条第20号に規定する建築物特定施設の構造及び

旨を証する書類を添付して市長に提 配置に関する基準に適合する旨を証する書類を添付して市長に提

出しなければならない。 出しなければならない。

(1) • (2) 略 (1) • (2) 略

(3)室屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法 (3)家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成18年政令第379号）第5条笙3号に規定す 律施行令（平成18年政令第379号）第5条各号に掲げる特

る劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しく 別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関



改正

は公会堂のいずれに該当するかの別

ヽr

目IJ
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(4)~(6) 略

（令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようと

する者がすべき申告等）

第10条の4 法附則第16条の2第1項（同条第2項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該

年度の初日の属する年の1月31日（第54条第6項の規定によ

り同項に規定する仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされ

た者が当該仮換地等について法附則第16条の2第6項（同条第

7項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適

用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合にあって

は、 1月31日）までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。

(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）並びに当該納税義務者が令附則第12条の4第1

項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲

げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2

号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2)~(4) 略

2 略

3 法附則第16条の2第4項に規定する特定被災共用土地（以下

改正後

する法律第14条第3項の条例で定める同法年2条第18号に

規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別

（4) ～ （6) 略

（令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようと

する者がすべき申告等）

第10条の4 法附則第16条の2第1項（同条第2項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該

年度の初日の属する年の1月31日（第54条第6項の規定によ

り同項に規定する仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされ

た者が当該仮換地等について法附則第16条の2第6項（同条第

7項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適

用される同条第1項の規定の適用を受けようとする場合にあって

は、 1月31日）までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。

(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）並びに当該納税義務者が令附則第12条の3第1

項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲

げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2

号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2)~(4) 略

2 略

3 法附則第16条の2第4項に規定する特定被災共用土地（以下



改正前

この項において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産

税額の按分の申出は、同条第4項に規定する特定被災共用土地納

税義務者（以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」

という。）の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記

載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1)~(5) 略

4 略

浣税点の適用に関する特例）

第14条附則第12条、第13条又は第13条の2の規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第63条に規定する固定資

産税の課税標準となるべき額は、附則第12条又は第13条の規

定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこ

れらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額によるものとし、附則第13条の2の規定の適用を受ける

市街化区域農地（同条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農

地を除く。）については同条第1項に規定するその年度分の課税

標準となるべき額によるものとする。

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）

第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、

第1章第2節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割

の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境

性能割の賦課徴収に関し、 3輪以上の軽自動車が法第446条第

1項（同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。）又

改 正 後

3
0
 

この項において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産

税額の按分の申出は、同条第4項に規定する特定被災共用土地納

税義務者（第4号 において「特定被災共用土地納税義務者」

という。）の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記

載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1)~(5) 略

4 略

浣税点の適用に関する特例）

第14条附則第12条、第13条又は前条 の規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第63条に規定する固定資

産税の課税標準となるべき額は、附則第12条又は第13条の規

定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこ

れらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額によるものとし、附則第13条の2の規定の適用を受ける

市街化区域農地（同条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農

地を除く。）については同条第1項に規定するその年度分の課税

標準となるべき額によるものとする。
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改 正 月‘’lj 改 正 後

は法第45 1条第1項若しくは第2項（これらの規定を同条第4

項又は第5項において準用する場合を含む。）の適用を受ける 3

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土

交通大臣の認定等（法附則第29条の9堕3項に規定する国土交
通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断

をするものとする。

旦 県知事は、当分の間、箆1項の規定により賦課徴収を行う軽自
動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額が

あることを附則第I5条の4の規定により読み替えられた第8I 

条の6第1項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長

された納期限）後において知った場合において、当該事実が生じ

た原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不

正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は

間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土

交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該

国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る 3

輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりそ

の例によることとされた法第16 1条第1項に規定する申告書を

提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動

車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の
環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割

合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
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改 正 即‘’ 改 正 後

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）

第15条の3 市長は、当分の間、第81条の8の規定にかかわら

ず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当する

ものとして市長が定める 3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動

車税の環境性能割を減免する。

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）

第15条の4 第81条の6の規定による申告納付については、当

分の間、同条中「市長」とあるのは、 「県知事」とする。

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付）

第15条の5 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関

する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29

条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に

交付する。

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例）

第15条の6 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第81条の4

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。

第1号 1 0 0分の1 100分の0. 5 

第2号 1 0 0分の2 100分の1

第3号 1 0 0分の3 100分の2

旦 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第81条の4 （第3号に
係る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「100分

の3」とあるのは、 「10 0分の2」とする。
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改 正前

（軽自動車税の種別割の税率の特例）

第16条法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に

対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する

車両番号の指定（次項から第4項までにおいて「初

回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経

過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る

第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。

表略

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる 3輪以上の軽

自動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和4年4月1日から令和8年3月31日まで の間に初回車

両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。

表略

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の法第4

46条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及

び次項において「ガソリン軽自動車」という。） （営業用の乗用

のものに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番

改正後

（軽自動車税 の税率の特例）

第16条法附則第30条第1項に規定する 3輪以上の軽自動車に

対する当該軽自動車が最初の道路運送車両法第60条第1項後段

の規定による車両番号の指定（次項及び第3項 において「初

回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経

過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税 に係る

第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。

表略

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる 3輪以上の軽

自動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分の軽自動車税 に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。

表略

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の回墨＿

に規定するガソリン軽自動車（以下この項

-―において「ガソリン軽自動車」という。） （営業用の乗用

のものに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和7年4月1日から令和8年3月31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、令和8年度分
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改 正 月‘I’J 改 正 後

号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割 の軽自動車税

に限り、同条第2号ア（イ）中「3, 9 0 0円」とあるのは「 に限り、同条第2号ア（イ）中「3, 9 0 0円」とあるのは「

2, 0 0 0円」と、同号ア（ウ） a中「6, 9 0 0円」とあるの 2, 0 0 0円」と、同号ア（ウ） a中「6, 9 0 0円」とあるの

は「3, 5 0 0円」とする。 は「3, 5 0 0円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリ
ン軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き〕営業用の乗

用のものに限る。）に対する第82条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31 

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両

番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別

割に限り、同条第2号ア（イ）中「3, 9 0 0円」とあるのは「

3, 0 0 0円」と、同号ア（ウ） a中「6! 9 0 0円」とあるの

は「5! 2 0 0円」とする。

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税 の賦課徴収の特例）

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、 3 第16条の2 市長は、軽自動車税 の賦課徴収に関し、 3

輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受 輪以上の軽自動車が前条第2項又は第3項 の規定の遥用を受

ける 3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするとき ける 3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等（法附則第30条の2第1項に規定す は、国土交通大臣の認定等（法附則第30条の2第1項に規定す

る国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき る国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき

当該判断をするものとする。 当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額が 2 市長は、納付すべき軽自動車税 の額について不足額が

あることを第83条第2項の納期限（納期限の延長があったとき あることを第83条第2項の納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限）後において知った場合において、当 は、その延長された納期限）後において知った場合において、当

該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が 該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が
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偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情

報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。

）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交

通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるもの

であるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日

現在における当該不足額に係る 3輪以上の軽自動車の所有者とみ

なして、軽自動車税の種別割に関する規定（第87条及び第88

条の規定を除く。）を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税四

種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例）

第16条の3 略

2 略

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3

の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の

規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項ー

改正後

偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情

報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。

）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交

通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるもの

であるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日

現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみ

なして、軽自動車税 に関する規定（第87条及び第88

条の規定を除く。）を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税＿

の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例）

第16条の3 略

2 略

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項

の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の

規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項忍
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改 正前

附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1

項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16 

条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

(3)~(5) 略

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例）

第16条の4 略

2 略

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3

の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の

規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項ュ＿

附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1

項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16 

改

び附則第7条の3第1項
正 後

中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1

項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16 

条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

(3)~(5) 略

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例）

第16条の4 略

2 略

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項

の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の

規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及
び附則第7条の3第1項 中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1

項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16 
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改 正前

条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

(3)~(5) 略

4 略

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第17条略

2 略

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3

の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第

7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)~(5) 略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

改正後

条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

(3)~(5) 略

4 略

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第17条略

2 略

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項

の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則

第7条の3第1項 中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)~(5) 略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡
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改 正

所得に係る市民税の課税の特例）

第17条の2 昭和63年度から令和8年度 までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第31条

第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。）の

疇（同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）

をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法

附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡を

いう。）に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) • (2) 略

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度 までの各年度分

の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1

項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合にお

いて、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則

第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにおけ

る前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する市民税の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当するこ

ととなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲

＂リi月 改 正

所得に係る市民税の課税の特例）

第17条の2 昭和63年度から令和11年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第31条

第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。）の

譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）

をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法

附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡を

いう。）に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) • (2) 略

2 前項の規定は、昭和63年度から令和11年度までの各年度分

の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1

項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合にお

いて、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法阻則

第34条の2第6項に規定する確定優良住宅地等予定地のための

疇をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにおけ

る前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する市民税の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第34条の2第12項の規定に該当するこ

ととなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲

後
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改 正 月ヽr LJ 改 正 後

渡ではなかったものとみなす。 渡ではなかったものとみなす。

3 略 3 略

（新設） 4 第1項（第2項において準用する場合を含む。）の場合におい
て、西得割の納税義務者が、租税特別措置法第31条の2第2項

第13号から箆15号までに握げる土地等の譲渡に該当するもの

をしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時に

おいて地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第3条第1

項の地すべり防止区域3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律（昭和44年法墾笙57号）第3条堕1項の急傾斜地崩壊

危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成12年法墾堕57号）第9条第1項の土砂災

害特別警戒区域又は特崖狸市河川浸水被害対策法（平成15年法

疇 77号）慰56条第1項の翫被害防止区域内にあるとき

は、当該土地等の譲渡は、第1項又は第2項に規定する優良住宅

地等のための譲渡又は確定優旦住宅地等予定地のための譲渡に該

当しないものとみなす。

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第18条略 第18条略

2~4 略 2~4 略

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ 5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 る。

(1) 略 (1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、 (2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、
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改 正前

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3

の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第

7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)~(5) 略

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例

第19条略

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3

の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第

7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額

改正後

附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項

の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則

第7条の3第1項 中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)~(5) 略

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例

第19条略

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項

の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則

第7条の3第1項 中「所得割の額
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改 正 月、rIJ 改 正 後

」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定に 」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所 よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の 得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)~(5) 略 (3)~(5) 略

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例

） ） 

第19条の2 略 第19条の2 略

2 略 2 略

（新設） （特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

鳳
第19条の3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法塾38条の2第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得につ

いては、第33条第1項及び璽2項並びに璽34条の3の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、

疇所得の金麟直所得の金額として令附則璽18条の6の4

で定めるところにより計算した金額（以下この項において「特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号

資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額（次項笙1号の規定により読み替えて適用される第34

条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をい

う。）の10 0分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割

を課する。
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改 正 月‘I’J 改 正 後

呈前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1)第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額

」とあるのは、 「総所得金額、附則第19条の3第1項に規定

する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条璽1項及び附則第7条の3第1項の規定の適用につ

いては、第34条の6中「西得割の額」とあるのは「所得割の

客員及び附則第19条の3第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7堕1項前段、第34条の8、第34条の
9第1項、附則箆7条第1I頁及び附則笙7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則箆19条の3第

1項の規定による市民税の西得割の額」と、第34条の7箆1

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第1

9条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。

(3)第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則箆19条の3

第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しく

は附則第19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」とする。

(4)附則笙5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条の3第

1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同



改 正 ‘’ 月IJ 改 正後

条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第19条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とす

4
3
 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第20条略

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3

の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則第

7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)~(5) 略

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例）

る
゜
（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第20条略

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、

附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項

の規定の適用については、第34条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条 の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則

第7条の3第1項 中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条 の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条 の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)~(5) 略

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例）

第20条の2 略 第20条の2 略

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。



改 正
rヽ

月LJ 改 正 後
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(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2

第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項ー笙

7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)~(5) 略

3・4 略

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2

第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第3項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項及び第7条の3第1項

の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項及立
第7条の3第1項 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)~(5) 略

3・4 略

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項及び第7条の3第1項

—ーの規定の適用については、第34条の 6 中「所得割の額
」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第3項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1



改正前

項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後

段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20

条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。

(3)~(5) 略

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例）

第20条の3 略

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2

第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項ー笙

7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

改 正 後
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項及び第7条の3第1項 中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後

段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20

条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。

(3)~(5) 略

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例）

第20条の3 略

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項及び第7条の3第1項

の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第

34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項及豆

第7条の3第1項 中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
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(3)~(5) 略

3・4 略

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2

第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第3項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1

項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後

段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20

条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。

(3)~(5) 略

6 略

(3)~(5) 略

3・4 略

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。

(1) 略

(2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項及び第7条の3第1項

の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第3項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1

項及び第7条の3第1項 中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後

段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20

条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。

(3)~(5) 略

6 略

附則

（施行期日）



第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)第36条の2第1項ただし書、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正規定並びに附則第6条の改正規定及び附則第7条の3の

2第1項の改正規定（「令和20年度」を「令和25年度」に改める部分及び「令和7年」を「令和12年」に改める部分に限る。）並

びに次条第1項及び第2項の規定令和9年1月1日

(2)第63条の改正規定及び附則第3条第2項の規定令和9年4月1日

(3)第34条の7第2項の改正規定並びに附則第7条の4の改正規定（「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」

に改める部分に限る。）、附則第9条の2の改正規定及び附則第17条の2の改正規定（同条第1項及び第2項中「令和8年度」を「令

和11年度」に改める部分を除く。）並びに次条第4項の規定令和10年1月1日

(4)附則第7条の4の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及

び第5項の規定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和8年法律第 号）の施行の日の属する年の翌

々年の1月1日

（市民税に関する経過措置）

第2条 この条例による改正後の紀の川市税条例（以下「新条例」という。）第36条の3の3第1項及び第2項の規定は、前条第1号に掲

ミ げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第36条の3の3第1項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の紀の川市税条例第36条の3の3第1項の規定による

申告書については、なお従前の例による。

2 前条第1号に掲げる規定による改正後の紀の川市税条例附則第7条の3第1項及び第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和

8年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和8年法律第12号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第7

条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条第1項に規定する居住用家屋（同条第16項の規定により同

条第1項に規定する居住用家屋とみなされる同条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第17項の規定に

より同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第17項に規定する特例既存住宅及び同条第35項の規定により同条第1項に規定す

る既存住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第17項の規定により同条

第1項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第17項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増

改築等に係る部分に限る。）又は同条第6項に規定する認定住宅等（同条第18項の規定により同条第6項に規定する認定住宅等とみなさ

れる同条第18項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用

し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する居住
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用家屋（同条第20項の規定により同条第1項に規定する居住用家屋とみなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。）若し

くは既存住宅（同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。）

若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第10項に規定する認定住宅等（同条第21項の規定により同

条第10項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第1項の定めるところによりその

者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 前条第4号に掲げる規定による改正後の紀の川市税条例附則第7条の4の規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第5項

において「4号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、 4号施行日の属する年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第17条の2第4項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第1

7条の2第1項の土地等の譲渡について適用する。

5 新条例附則第19条の3の規定は、 4号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

（固定資産税に関する経過措置）

第3条別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第63条の規定は、令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和8年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。

3 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律（令和8年法律第2号）第1条

の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。）附則第15条第25項に規定する特定再生

可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に旧法附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項

に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第4条新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

（紀の川市税条例の一部を改正する条例の一部改正）



第5条紀の川市税条例の一部を改正する条例（平成26年紀の川市条例第55号）の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の

表中下線の部分である。

改 正
ヽr
月IJ 改 正 後

附則

第5条平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60

条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る紀の川市税条例

第82条及び附則第16条の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。

表略

附則

第5条平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60

条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税 に係る紀の川市税条例

第82条及び附則第16条の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。

表略

4
9
 



報告第3号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第1項の規定により別紙のとおり

専決したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

提案理由

地方自治法第17 9条第3項の規定により報告し、承認を求める。
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専決処分

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第 1項の規定により、紀の川市都

市計画税条例（平成17年紀の川市条例第57号）の一部改正について、別紙のとおり

専決処分する。

令和8年3月31日

紀の川市長 岸本 健

理由

地方税法等の一部を改正する法律（令和8年法律第2号）等の公布及び施行に伴い、

紀の川市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたが、緊急を要するため議会を招

集する時間的余裕がないので、地方自治法第17 9条第1項の規定により専決処分す

る。

-51 -



紀の川市都市計画税条例の一部を改正する条例

令和8年3月31日

条例第20号

紀の川市都市計画税条例（平成17年紀の川市条例第57号）の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分であ

る。

5
2
 

改 正 月‘I’J 改 正 後

附則 附則

1~4 略 1~4 略

（法附則第15条第36項の条例で定める割合） （法附則第15条第35項の条例で定める割合）

5 法附則第15条第36項に規定する市の条例で定める割合は3 5 法附則第15条第35項に規定する市の条例で定める割合は3

分の2とする。 分の2とする。

（法附則第15条第37項の条例で定める割合） （法附則第15条第36項の条例で定める割合）

6 法附則第15条第37項に規定する市の条例で定める割合は2 6 法附則第15条第36項に規定する市の条例で定める割合は2

分の1とする。 分の1とする。

（法附則第15条第41項の条例で定める割合） （法附則第15条第40項の条例で定める割合）

7 法附則第15条第41項に規定する市の条例で定める割合は4 7 法附則第15条第40項に規定する市の条例で定める割合は4

分の3とする。 分の3とする。

（新設） （法附則第15条の11筐1項の条例で定める割合）

旦 法附則塑15条の11箆1項に規定する市の条例で定める割合
は3分の1とする。

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用 （改修特別特定建築物 に対する都市計画税の減額の規定の適用



5
3
 

改 正 月‘f’j 改 正 後

を受けようとする者がすべき申告） を受けようとする者がすべき申告）

旦法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設につい 旦法附則第15条の11第1項の改修特別特定建築物 につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利 て、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利

便性等向上改修工事が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事 便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進 項を記載した申告書に地方税法施行規則（昭和29年総理明令第

に関する法律施行規則（平成18年国土交通省令第11 0号）箆 23号）附則第7条の2第1項に規定する補助に係る補助金確定

1 0条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂 通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

等の活性化に関する法律（平成24年法律第49号）第2条箆2 する法律（平成18年法墾第91号）第14条第1項に規定する

項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である 建築物移動等円滑化基準（同条第3項の条例で付加した事項を含

む。）又は同法第17条第3項第1号に規定する同法第2条第2

0号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適

旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならな 合する旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならな

し＼ し‘
゜

(1) • (2) 略 (1) • (2) 略

(3)塞屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法 (3)塞屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成18年政令第379号）堕5条第3号に規定す 律施行令（平成18年政令第379号）第5条各号に掲げる特

る劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しく 別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

は公会堂のいずれに該当するかの別 する法律第14条第3項の条例で定める同法第2条第18号に

規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別

(4)~(6) 略 (4)~(6) 略

旦 •1 0 略 旱・上上略

1 1 附則第9項 の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度 彗附則第10項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度

から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当 から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当

該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都 該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都



改正前

市計画税の課即票準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額 1 市計画税の課税標準と：るべき：格に11:分の2を乗じて得た額

5
4
 

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

3 （第18項を除く。）又は附則第15条から第15条の3まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額に満たない場合には、附則第9項 の規定にかかわらず、当

該都市計画税額とする。

塁商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0. 6 

以上0. 7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第9項 の規定にかかわらず、

当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第349条の3 （第18項を除く。）又は附則第15条か

ら第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額（以下「商業地等据置都

市計画税額」という。）とする。

1旦 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0. 7 
を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第9項 の規定にかかわらず、当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に

1 0分の7を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の

3 （第18項を除く。）又は附則第15条から第15条の3まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額に満たない場合には、附則第10項の規定にかかわらず、当

該都市計画税額とする。

彗商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0. 6 

以上0. 7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第10項の規定にかかわらず、

当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第349条の3 （第18項を除く。）又は附則第15条か

ら第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額（以下「商業地等据置都

市計画税額」という。）とする。

14 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0. 7 

を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第10項の規定にかかわらず、当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に

1 0分の7を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資



5
5
 

改 正前

産税について法第349条の3 （第18項を除く。）又は附則第

1 5条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き額とした場合における都市計画税額（以下「商業地等調整都市

計画税額」という。）とする。

上・耳略

彗前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第1

直の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度

分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該

農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

1エ附則第9項及び第11項の「宅地等」とは法附則第17条

第2号に、附則第9項及び第12項の「前年度分の都市計画税

の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準

用される法附則第18条第6項に、附則第10項、第12項及び

第13項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第1

2項から第14項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号

ロに、附則第14項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同

項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条

第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、

前2項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規

定するところによる。

1 8 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項ま

改 正 後

産税について法第349条の3 （第18項を除く。）又は附則第

1 5条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き額とした場合における都市計画税額（以下「商業地等調整都市

計画税額」という。）とする。

彗・彗略

彗前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第1

互璽の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度

分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該

農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

彗附則第10項及び第12項の「宅地等」とは法附則第17条

第2号に、附則第10項及び第13項の「前年度分の都市計画税

の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準

用される法附則第18条第6項に、附則第11項、第13項及び

第14項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第1

3項から第15項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号

ロに、附則第15項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同

項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条

第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、

前2項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規

定するところによる。

1 9 法附則第15条第1項、第8項、第12項から第16項ま



改 正 目‘I’J 改 正 後

で、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第 で、第18項、第19項、第23項、第26項、第30項から第

33項まで、璽36項、第37項、第41項若しくは堕44項、 32項まで、第35項、第36項、筈40項若しくは第43項、

第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用が 第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用が

ある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33 ある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33

項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15 項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15 

条の3まで若しくは第63条」とする。 条の3まで若しくは第63条」とする。

1 9 略 彗略

5
6
 

附則

（施行期日）

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の紀の川市都市計画税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の都市計画税について適

用し、令和7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律（令和8年法律第2号）第1条の規定による改

正前の地方税法（昭和25年法律第226号）附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修

疇芸術公演疇に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。



報告第4号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第1項の規定により別紙のとおり

専決したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

提案理由

地方自治法第17 9条第3項の規定により報告し、承認を求める。
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専決処分書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第 1項の規定により、紀の川市地

方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例（平成27年紀の川市条例

第39号）の一部改正について、別紙のとおり専決処分する。

令和8年3月31日

紀の川市長 岸本

理由

地域再生法第 17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令（令和

8年総務省令第38号）の公布及び施行に伴い、紀の川市地方活力向上地域における固

定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する必要が生じたが、緊急を要するため

議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第17 9条第 1項の規定により専決

処分する。
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紀の川市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

令和8年3月31日

条例第21号

紀の川市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例（平成27年紀の川市条例第39号）の一部を次のように改正す

る。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

5
9
 

改 正 月ヽIr J 改 正 後

附則 附則

1 略 1 略

（この条例の失効） （この条例の失効）

2 この条例は、令和8年3月31日 限り、その効力を失う。た 2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。た

だし、この条例の失効前に特別償却設備を設置した特別償却設備 だし、この条例の失効前に特別償却設備を設置した特別償却設備

設置者については、この条例は、同日以後においても、なおその 設置者については、この条例は、同日以後においても、なおその

効力を有する。 効力を有する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。



報告第5号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第1項の規定により別紙のとおり

専決したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

提案理由

地方自治法第17 9条第3項の規定により報告し、承認を求める。
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専決処分書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第1項の規定により、紀の川市国

民健康保険税条例（平成こ 7年紀の川市条例第58号）の一部改正について、別紙のと

おり専決処分する。

令和8年3月3l日

紀の川市長 岸本 健

理由

地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和8年政令第83号）の公布及び施行に

伴い、紀の川市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたが、緊急を要するた

め鼈会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第17 9条第1項の規定により専

決処分する。

-61 -



紀の川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

令和8年3月3I日

条例第22号

紀の川市国民健康保険税条例（平成I7年紀の川市条例第58号）の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分

である。

改 正 前 改 正 後

6
2
 

（課税額）

第2条略

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主（前条第2項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が66万円を超える場合において

は、基礎課税額は、 66万円とする。

3・4 略

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（

前条第2項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及

び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する 18歳以上被保

険者（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。）第703条の4第30項に規定する 18歳以上被保険者を

いう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被保険者均等割額

を加算した額とする。

（課税額）

第2条略

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主（前条第2項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が67万円を超える場合において

は、基礎課税額は、 67万円とする。

3・4 略

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（

前条第2項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及

び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する 18歳以上被保

険者（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。）第703条の4第30項に規定する 18歳以上被保険者を

いう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被保険者均等割額

を加算した額とする。ただし、加算後の額が3万円を超える場合

においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、 3万円とす



改 正
ヽr
目LJ 改 正 後

6
3
 

（国民健康保険税の減額）

第23条次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基

疇税額からア及びイに掲げる額を疇して得た額（当該減額し

て得た額が66万円を超える場合には、 66万円）、同条第3項

本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、

26万円）、同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及び力に

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超

える場合には、 17万円）並びに同条第5項本文の子ども・子育

て支援納付金課税額からキ及びク に掲げる額を減額して得た

額 の

合算額とする。

(1)法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、 43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得を有する者（前年中に法第703条の5第1項に規定する

総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28

条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給

与所得控除額の控除を受けた者（同条第1項に規定する給与等

の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者

（前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係

る

（゚国民健康保険税の減額）

第23条次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基

礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が67万円を超える場合には、 67万円）、同条第3項

本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、

26万円）、同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及び力に

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超

える場合には、 17万円）並びに同条第5項本文の子ども・子育

て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が3万円を超える場合には、 3万円）の

合算額とする。

(1)法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、 43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得を有する者（前年中に法第703条の5第1項に規定する

総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28

条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給

与所得控除額の控除を受けた者（同条第1項に規定する給与等

の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者

（前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係



6
4
 

改 正前

る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得に

ついて同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額

が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が11 0万円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」という。）が2以上の場合

にあっては、 43万円に当該給与所得者等の数から 1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世

帯に係る納税義務者

ア～キ略

（新設）

之略

(2)法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、 43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得者等の数が2以上の場合にあっては、 43万円に当該給与

所得者等の数から 1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき

3 0 5, 0 0 0円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当する者を除く。）

改正後

る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得に

ついて同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額

が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が11 0万円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」という。）が2以上の場合

にあっては、 43万円に当該給与所得者等の数から 1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世

帯に係る納税義務者

ア～キ略

之 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税
額の18歳以上被保険者均等割額 1 8歳以上被保険者（第

1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人について 4エ
日
之略

(2)法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、 43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得者等の数が2以上の場合にあっては、 43万円に当該給与

所得者等の数から 1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき

3 1万円 を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当する者を除く。）



改 正
ヽr

即 改 正 後

ア～キ略

（新設）

6
5
 

之略

(3)法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、 43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得者等の数が2以上の場合にあっては、 43万円に当該給与

所得者等の数から 1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき

56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

2号に該当する者を除く。）

ア～キ略

（新設）

之略

2 略

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条

の89第4項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」と

いう。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する所

ア～キ略

ク 1 8歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の18歳以上被保険者均等割額 1 8歳以上被保険者（第

1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人について旦旦

旦
立略

(3)法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、 43万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得者等の数が2以上の場合にあっては、 43万円に当該給与

所得者等の数から 1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき

5 7万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

2号に該当する者を除く。）

ア～キ略

ク 1 8歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の18歳以上被保険者均等割額 1 8歳以上被保険者（第

1条第2項に規定する世帯主を除く。） 1人について上4
旦
立略

2 略

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条

の89第4項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」と

いう。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する所



6
6
 

改 正 目‘I’J 改 正 後

得割額及び被保険者均等割額 得割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額

（第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、 （第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額 その減額後の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額

）は、当該所得割額及び被保険者均等割額 ）は、当該所得割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保

から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該 険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額を減額して得た額とする。 各号に定める額を減額して得た額とする。

(1)国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 (1)国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額

の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方 の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方

税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の 税法施行規則第24条の30の6に定める場合には、出産の

日。以下同じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。） 日。以下同じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）

の前月（多胎妊娠の場合には、 3月前）から出産予定月の翌々 の前月（多胎妊娠の場合には、 3月前）から出産予定月の翌々

月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年 月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 度に属する月数を乗じて得た額

(2)~(8) 略 (2)~(8) 略

（新設） (9)国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者に

つき箆9条の6の規定により算定した18歳以上被保険者均等

割額（第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の18歳以上被保険者均等割額）の12分の

1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額

（新設） 4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する
日以後の最初の3月31日以前である被保険者（以下「18歳未



改 正 ‘’ 
月IJ 改 正 後

6
7
 

（国民健康保険税の減免）

第24条の3 略

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者

は、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者に

ついては納期限までに、特別徴収の方法により国民健康保険税を

徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る

月の末日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合

は、この限りでない。

(1) 略

(2)納期限及び国民健康保険税額

(3) 略

3 略

満被保険者」という。）がある場合における当該納税義務者に対

して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額

（当該納税義務者の世帯に属する 18歳未満被保険者につき算定

した被保険者均等割額（前3項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。

）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当

する額を減額して得た額とする。

（国民健康保険税の減免）

第24条の3 略

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者

は、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者に

ついては納期限までに、特別徴収の方法により国民健康保険税を

徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る

月の末日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合

は、この限りでない。

(1) 略

(2) 略

3 略

附則



億行期日）

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

（適用区分）

2 この条例による改正後の紀の川市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度

分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

6
8
 



報告第6号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第1項の規定により別紙のとおり

専決したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

提案理由

地方自治法第17 9条第3項の規定により報告し、承認を求める。
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専決処分書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第1項の規定により、紀の川市介

護保険条例（平成17年紀の川市条例第142号）の一部改正について、別紙のとおり

専決処分する。

令和8年3月31日

紀の川市長 岸本 健

理由

令和7年度税制改正に伴う特例の基準により算定する令和8年度分の介護保険料につ

いて、令和7年度非課税者に係る特例の減免を実施するため、紀の川市介護保険条例の

一部を改正する必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないの

で、地方自治法第17 9条第1項の規定により専決処分する。
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紀の川市介護保険条例の一部を改正する条例

令和8年3月31日

条例第23号

紀の川市介護保険条例（平成17年紀の川市条例第142号）の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分であ

る。

7
1
 

改 正 月‘I’J 改 正 後

附則 附則

1~25 略 1~25 略

（新設） （令和8年度における前年度非課税者に係る保険料の減免）

26 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯

員のうちに、令和7年度及び令和8年度の各年度分の地方税法の

規定による市町村民税が課されていない者で、令附則第25条及

び前2項の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民

税が課されているものとみなされることとなるもの（以下「みな

し課税者」という。）がいる場合であって、そのみなされること

により当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料

段階（第6条第1項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。）が、

当該みなし課税者に令附則第25条及び前2項の規定の適用がな

いものとした場合に決定されるべき当該第1号被保険者の令和8

年度分の保険料に係る保険料段階（次項において「令附則第25

条等非適用保険料段階」という。）よりも保険料率の高い保険料

段階に決定されるときは、当該第1号被保険者の令和8年度分の



改 正 目ヽf9 j 改 正 後

保険料を減免する。

（新設） 27 前項の規定による減免後の令和8年度分の保険料の額は、令

附則第25条等非適用保険料段階の保険料率により算定した保険

料の額とする。

（新設） 28 附則第26項の規定による保険料の減免については、保険料

の納付義務者の申請を要しない。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

7
2
 



報告第7号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第1項の規定により別紙のとおり

専決したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

提案理由

地方自治法第17 9条第3項の規定により報告し、承認を求める。
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専決処分書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第17 9条第1項の規定により、令和7年度

紀の川市一般会計補正予算（第10号）について、別紙のとおり専決処分する。

令和8年3月31日

紀の川市長 岸本 健
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議案第４２号 

 

 

   調月財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を調月財産区管理委員に選任したいから、紀の川市財産区管理会条例（平成

２７年紀の川市条例第６号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住 所   紀の川市           

   氏 名   奥
おく

  澤
ざわ

  敏
とし

  彦
ひこ

 

                    

 

 

令和８年６月５日提出  

 

 

 

                   紀の川市長  岸 本  健 

                    

 

 

 

 

 

提案理由 

 調月財産区管理委員の任期満了に伴い、奥澤敏彦君を調月財産区管理委員に選任する

ため。 
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議案第４３号 

 

 

   調月財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を調月財産区管理委員に選任したいから、紀の川市財産区管理会条例（平成

２７年紀の川市条例第６号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住 所   紀の川市           

   氏 名   薮
やぶ

  田
た

  博
ひろ

  信
のぶ

 

                    

 

 

令和８年６月５日提出  

 

 

 

                   紀の川市長  岸 本  健 

                    

 

 

 

 

 

提案理由 

 調月財産区管理委員の任期満了に伴い、薮田博信君を調月財産区管理委員に選任する

ため。 
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議案第４４号 

 

 

   調月財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を調月財産区管理委員に選任したいから、紀の川市財産区管理会条例（平成

２７年紀の川市条例第６号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住 所   紀の川市           

   氏 名   東
ひがし

     充
みつ

  宏
ひろ

 

                    

 

 

令和８年６月５日提出  

 

 

 

                   紀の川市長  岸 本  健 

                    

 

 

 

 

 

提案理由 

 調月財産区管理委員の任期満了に伴い、東充宏君を調月財産区管理委員に選任するた

め。 
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議案第４５号 

 

 

   調月財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を調月財産区管理委員に選任したいから、紀の川市財産区管理会条例（平成

２７年紀の川市条例第６号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住 所   紀の川市           

   氏 名   福
ふく

  井
い

  博
ひろ

  昭
あき

 

                    

 

 

令和８年６月５日提出  

 

 

 

                   紀の川市長  岸 本  健 

                    

 

 

 

 

 

提案理由 

 調月財産区管理委員の任期満了に伴い、福井博昭君を調月財産区管理委員に選任する

ため。 
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議案第４６号 

 

 

   調月財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を調月財産区管理委員に選任したいから、紀の川市財産区管理会条例（平成

２７年紀の川市条例第６号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住 所   紀の川市           

   氏 名   加
か

  山
やま

  佳
よし

  央
お

 

                    

 

 

令和８年６月５日提出  

 

 

 

                   紀の川市長  岸 本  健 

                    

 

 

 

 

 

提案理由 

 調月財産区管理委員の任期満了に伴い、加山佳央君を調月財産区管理委員に選任する

ため。 
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議案第４７号 

 

 

   調月財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を調月財産区管理委員に選任したいから、紀の川市財産区管理会条例（平成

２７年紀の川市条例第６号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住 所   紀の川市           

   氏 名   大
おお

  西
にし

  信
のぶ

  昭
あき

 

                    

 

 

令和８年６月５日提出  

 

 

 

                   紀の川市長  岸 本  健 

                    

 

 

 

 

 

提案理由 

 調月財産区管理委員の任期満了に伴い、大西信昭君を調月財産区管理委員に選任する

ため。 
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議案第４８号 

 

 

   調月財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を調月財産区管理委員に選任したいから、紀の川市財産区管理会条例（平成

２７年紀の川市条例第６号）第３条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住 所   紀の川市           

   氏 名   宮
みや

  本
もと

  照
てる

  章
あき

 

                    

 

 

令和８年６月５日提出  

 

 

 

                   紀の川市長  岸 本  健 

                    

 

 

 

 

 

提案理由 

 調月財産区管理委員の任期満了に伴い、宮本照章君を調月財産区管理委員に選任する

ため。 

 



議案第49号

紀の川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

紀の川市消防団員等公務災害補償条例（平成17年紀の川市条例第20 3号）の一部

を別紙のとおり改正するものとする。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

提案理由

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年政令第335号）

の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため。
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紀の川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

令和年月日

条例第 号

紀の川市消防団員等公務災害補償条例（平成17年紀の川市条例第203号）の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中

下線の部分である。

8
3
 

改 正 月‘’IJ 改 正 後

（葬祭補償） （葬祭補償）

第18条非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事 第18条非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事

し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事した し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事した

ことにより、死亡した場合においては、市は、葬祭を行う者に対 ことにより、死亡した場合においては、市は、葬祭を行う者に対

して、葬祭補償として、 31万5, 0 0 0円に補償基礎額の30 して、葬祭補償として、 33万円 に補償基礎額の30

倍に相当する金額を加えた金額を支給する。 倍に相当する金額を加えた金額を支給する。

附則

庫行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 この条例による改正後の紀の川市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）第18条の規定は、令和8年4月1日（以下

「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた紀の川市消防団員等公務災害補償条例第4条第7号に規定する葬祭補償（以下「葬祭

補償」という。）について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による改正前の紀の川市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例

」という。）第18条の規定による金額により支給されたもの又は旧条例附則第6条の規定による金額により支給されたもの（その額が6



6万円未満であるものに限る。）の支払は、新条例第18条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

8
4
 



議案第50号

紀の川市印鑑条例の一部改正について

紀の川市印鑑条例（平成17年紀の川市条例第12号）の一部を別紙のとおり改正す

るものとする。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

提案理由

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和6年法律第59号）の施行

等に伴い、条例の一部を改正するため。
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紀の川市印鑑条例の一部を改正する条例

令和年月日

条例第 号

紀の川市印鑑条例（平成17年紀の川市条例第12号）の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

改 正
rヽ
目LJ 改 正 後

8
6
 

（登録印鑑の規制）

第5条略

2 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民（法

第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）のう

ち非漢字圏の外国人住民

が住民票の備考欄に記載（法第6条第3項の規定により磁

気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物を含む。以下同じ。）をもって調製する住

民票にあっては、記録。以下同じ。）がされている氏名のカタカ

ナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑によ

り登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することがで

きる。

（印鑑登録証明書の交付）

第14条登録者又はその代理人は、登録証を添えて、印鑑登録証

明書の交付を申請することができる。ただし、個人番号カード（

（登録印鑑の規制）

第5条略

2 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民（法

第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）のう

ち非漢字圏の外国人住民（漢字圏の外国人住民のうち本国におけ

る公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない者を含

虹←上が住民票の備考欄に記載（法第6条第3項の規定により磁

気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物を含む。以下同じ。）をもって調製する住

民票にあっては、記録以下同じ。）がされている氏名のカタカ

ナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑によ

り登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することがで

きる。

（印鑑登録証明書の交付）

第14条登録者又はその代理人は、登録証を添えて、印鑑登録証

明書の交付を申請することができる。ただし、個人番号カード（



8
7
 

改 正 目‘I’J 改 正 後

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号）第2条第7項に規定する個 する法律（平成25年法律第27号）第2条第7項に規定する個

人番号カードをいい、 人番号カードをいう。以下同じ。）、特定在留カード（出入国管

理及び難民認定法（昭和26年政令第31 9号）筐19条の15 

の2第1項に規定する特定在留カードをいう。以下同じ。）又は

特定特別永住者証明書（日本国との平和条約に基づき日本の国籍

を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成3年法律第7

1号）第16条の2第1項に規定する特定特別永住者証明書をい

電子署名等に係る地方公共団 う。以下同じ。） （これらのうち、電子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第 体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第

1 5 3号。以下「公的個人認証法」という。）第22条第1項に 1 5 3号。以下「公的個人認証法」という。）第22条第1項に

規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されて 規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されて

いるものに限る。以下同じ。）の交付を受けた登録者が自ら申請 いるものに限る。以下同じ。）の交付を受けた登録者が自ら申請

をするときは、登録証に代えて個人番号カード をするときは、登録証に代えて個人番号カード、特定在留カード

を添付することができる。 又は特定特別永住者証明書を添付することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証（前項 2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証（前項

ただし書に規定する場合にあっては個人番号カード ただし書に規定する場合にあっては個人番号カード、特定在留カ

）及び印鑑票と照合し、当該申請 ード又は特定特別永住者証明書）及び印鑑票と照合し、当該申請

が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑 が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑

登録証明書を交付しなければならない。 登録証明書を交付しなければならない。

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） （多機能端末機による印鑑登録証明書の交付）

第14条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機 第14条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機

（地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由 （地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由

して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通 して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通



8
8
 

改 正前

信端末機で、当該端末機の操作により証明書等を自動に交付する

機能を有するものをいう。）で、個人番号カード

又は移動端末設備（公的個人認

証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、公的個

人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証

明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたもの

に限る。）を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請

し、その交付を受けることができる。

（印鑑登録証明書交付申請の不受理）

第15条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登

録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1)提示された登録証又は個人番号カード

が著しい汚染又は毀損のため識別が困難で

あるとき。

(2) • (3) 略

改正後

信端末機で、当該端末機の操作により証明書等を自動に交付する

機能を有するものをいう。）で、個人番号カード、特定在留カー

ド若しくは特定特別永住者証明書又は移動端末設備（公的個人認

証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、公的個

人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証

明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたもの

に限る。）を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請

し、その交付を受けることができる。

（印鑑登録証明書交付申請の不受理）

第15条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登

録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1)提示された登録証、個人番号カード、特定在留カード又は特

定特別永住者証明書が著しい汚染又は毀損のため識別が困難で

あるとき。

(2) • (3) 略

附則

この条例は、公布の日から施行する。



議案第51号

令和8年度紀の川市一般会計補正予算（第1号）について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第21 8条第1項の規定により、令和8年度

紀の川市一般会計補正予算（第1号）について、議会の議決を求める。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

（予算及び予算に関する説明書別紙添付）
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議案第52号

第3次紀の川市長期総合計画基本構想の策定について

第3次紀の川市長期総合計画基本構想を別紙のとおり策定することについて、紀の川

市議会の議決すべき事件を定める条例（平成18年紀の川市条例第70号）第2号の規

定により、議会の議決を求める。

令和8年6月5日提出

紀の川市長 岸本 健

提案理由

紀の川市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、令和 16年度を目標年

度とする第3次紀の川市長期総合計画基本構想を策定するため。
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第3次紀の川市長期総合計画基本構想

将来像とまちづくリの目標

1.市の将来像

本市は、豊かな自然、全国に誇る農産物、そして先人たちが築き上げてきた歴史や文

化という唯一無二の「実り」に支えられて発展してきました。この「実り」は、地域の営みの

積み重ねであり、次の世代へと受け継ぐべき大切な財産です。

私たちは、人口減少や少子高齢化が進み、これまでの延長線上では立ち行かなくなっ

ている今を、ただ受け入れるのではありません。この「実り」を次の世代へと受け継ぐため、

人が主役となり、知恵や技術を持ち寄り、新たな価値をつくり出す挑戦にわくわくしなが

ら取り組みます。そして、地域の絆を感じながら、誰もが心地よく暮らせるまちを、ともに

つくり上げていきます。

市民の願いが込められたその姿を、本市の将来像として次のとおり掲げます。

「みんなでつなげるわくわくの未来実りあふれる住みよいまち」

lみんなでつなげるl
地域や世代を超えて、これまでの歩みを大切に受け継ぎながら、一人ひとりが主役と

なり、未来を切り拓き、その歩みをみんなでつなげていきたいという思いを表現していま

す。

Iわくわくの未来I

誰もが明日に期待を膨らませ、新たな挑戦ができる、活気ある社会を築いていきたい

という思いを表現しています。

霙）あふれるI

豊かな自然や多様な農産物、受け継がれてきた歴史や文化を大切に守り、育てていく

ことで、人々の心に豊かさが満ち、笑顔があふれるまちにしたいという思いを表現してい

ます。

住みよいまちl
「紀の川」が育んできた、お互いに支え合う温かな絆を実感できるまちを目指します。

子育てや医療、仕事の環境が充実し、安全で安心して暮らすことができ、ずっと住み続

けたい、これから住んでみたいと思えるまちを表現しています。
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2.まちづくリの目標（政策目標）

将来像で掲げた思いを具体的なまちづくりヘと結びつけるため、次の 5つの目標を掲

げます。

(1)まちづくリの目標l|ひとづくリと地域づくりI

ーひとがきらめき、実りあふれるまちをつくる一

こども・子育て支援や学校教育の充実を図るとともに、生涯学習や地域の多様な活動

を通じて世代を超えたつながりを育みます。先人から受け継いだ歴史や文化を大切にし

ながら、ひとと地域の力を未来へつなぎます。

(2)まちづくりの目標21仕事とにぎわい1

ーはたらく場をつくり、挑戦に心躍る地域経済をつくる一

果樹栽培をはじめとする農業の振興と高付加価値化を進めるとともに、商工業や観光

との連携を強化します。多様な人材が活躍し、新たな挑戦が生まれることで、地域内に活

力と実りが循環する経済基盤を築きます。

(3)まちづくりの目標3|くらしと環境

ーみんなの力で、安全で安心して暮らせる持続可能なまちをつくる一

防災・防犯対策の強化、都市基盤の整備、豊かな自然環境の保全を進めます。紀の川

の流域環境と調和しながら、安全で快適なくらしを守ります。あわせて、過疎化が進む地

域を含め、市内のどこに住んでいても誇りを持って暮らし続けられるよう、適切に土地を

活かし、守り、次世代へつなぐ環境を築きます。

(4)まちづくりの目標4腱康と共生I

一誰もが尊重され、人とつながり、支え合いながら健やかに暮らせるまちをつくる一

医療・福祉の充実を図り、ともに健康づくりを進めながら、多様な人々が互いを認め

合い、支え合う共生社会の実現を目指します。一人ひとりの「その人らしさ」が尊重される

地域を築きます。

(5)まちづくりの目標 5|しくみと共創I

一対話と連携により、持続可能で質の高い行政基盤をつくる一

市民や事業者など、多様な主体とともに知恵や技術を持ち寄り、行財政運営の最適化

を進めます。対話と参画を大切にしながら行政の運営を絶えず見直し、より質の高いサ

ービスの実現を、ともに考え、ともにつくるまちづくりを推進します。
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